
１．業務概要
官庁営繕では「国民の共有財産である官庁施設に関して、良質な施設及びサービスを効率的に提供し、公共建築分
野において常に先導的な役割を果たすこと」を根幹的な使命として、主に次の業務を行っています。

１. 総理大臣官邸をはじめ、国家機関の建築物等の施設整備に関する業務
２. 官庁施設の建設、維持管理及び修繕を行うための技術基準の整備に関する業務
３. 官庁施設が常に適正な機能・性能の維持が確保されるための指導及び監督に関する業務
４. 各省各庁の施設に対し技術的な見地から意見を述べる業務

※営繕とは「建築物の建築、修繕又は模様替」のことをいいます。

① 整備事例

総理大臣官邸(2002)

中央合同庁舎 第６号館(1996 復原)

中央合同庁舎第８号館(2014)

伊勢志摩ｻﾐｯﾄ国際ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰｱﾈｯｸｽ (2016)

国立西洋美術館(1998 改修・増築)

国際子ども図書館(2015 増築)

② 防災機能の強化に関する業務
在庁者の安全確保とともに、大規模地震発生時に災害応急

対策活動の拠点として機能を発揮できるよう、各機関の機能
に応じて必要な耐震性能を確保するための施設整備や既存施
設の危険箇所や老朽化した設備等の改修行っています。

また、防災機能を確保するための基準の整備や、被害を受
けた場合に早期復旧し、非常時優先業務を円滑に進めるため
のBCPの作成を支援するなど、安全・安心のための取り組み
を行っています。

※ BCPとは、自然災害などの緊急事態において、事業資産の損害を最小限
に留めつつ、事業の継続、早期復旧を可能とするために、平常時に行うべ
き活動や緊急時の対応などを取り決めておく計画のこと。

③ 環境に配慮した施設整備に関する業務
建物（民生部門）に関するｴﾈﾙｷﾞｰ消費は我が国のｴﾈﾙｷﾞｰ使

用量の30%を占めており、地球温暖化防止には、建築分野に
おける努力が重要です。

建築物は、その建設、運用、廃棄に至るまで、常に環境に
負荷を与えており、その低減にはﾗｲﾌｻｲｸﾙ全体を視野に入れた
対策が必要になります。

そのため、官庁施設の整備にあたり、環境負荷の低減に資
する技術を積極的かつ効果的に活用することで、我が国の建
築分野における環境保全対策の規範となるZEB（ﾈｯﾄ・ｾﾞﾛ・ｴ
ﾈﾙｷﾞｰ・ﾋﾞﾙ）の実現など環境負荷低減に配慮した官庁施設の
整備に取り組んでいます。 環境負荷低減に配慮した官庁施設のイメージ

活動通路の確保
・階段、廊下等

活動拠点室等の
耐震性能の確保

・災害対策室
・情報通信室 等

ライフライン途絶時の
建築設備機能の維持

・発電設備
・給水・排水設備

・災害時の情報収集・指令
・二次災害に対する警報の発令
・災害復旧対策の立案、実施等

防災拠点施設のイメージ

④営繕（公共建築）
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④ 木材利用の推進に関する業務
木材利用を促進することで、二酸化炭素の排出抑制及

び建築物などにおける炭素の蓄積の増大を通じた地球温
暖化の防止及び循環型社会の形成にも貢献することから、
公共建築物における木材利用の推進をしています。

木材利用に関する技術的な基準の整備や木材利用施設
の整備等を図っています。

構造体の木造化 内装の木質化

⑤ まちづくりに寄与する官庁施設の整備に関する業務

官庁施設は都市の中核施設であるとともに、地方生活
圏における交流機能の拠点となる「地域の顔」として整
備されることが期待されています。

地域と連携し、地域の特性やニーズを踏まえた施設整備
を推進することで、地域の活性化、利便性の向上や良好
なまちづくりへの貢献を図っています。

地域との連携

一団地の官公庁施設の整備
国土交通省は、官公庁施設を集約配置することを通じ

て、利便性の向上を図り良好な地域環境を形成するため、
都市計画法に基づく「一団地の官公庁施設」の整備を霞が
関をはじめ、全国12地区で進めています。

文化活動・交流機会が豊かな潤いある都市型の中心生活拠点

隣接施設の広場
空間との連携

筑西しもだて合同庁舎（茨城）

霞が関団地・東京

にぎわう庁舎前広場

参議院議員会館

詳細は国土交通省ホームページへ
◇官庁営繕HP：http://www.mlit.go.jp/gobuild/ ◇パンフレット：http://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001446928.pdf

詳細は国土交通省ホームページへ
◇官庁営繕HP：http://www.mlit.go.jp/gobuild/ ◇パンフレット：http://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001446928.pdf

⑥ ファシリティマネジメントに関する業務
官庁施設は、今後、建替えや大規模改修の時期を迎えるものが増

加することから、施設整備において、建替え、移転、改修等を組み
合わせた老朽化への中長期的な対策が必要です。

国として合理的な施設を計画するとともに、地方公共団体等との
連携を図ることにより、国公有財産の最適利用を目指しています。

国・都・区３者による集約・複合化（世田谷合同庁舎）

⑦ 官庁施設の建築設備に関する業務
建築設備（電気・機械設備）は、快適で安全な執務空間の確保はもと

より、防災機能の強化、環境負荷の低減等の施策において重要な役割
を担っています。官庁施設における建築設備の整備・保全指導や技術基
準の策定、新たな施策ニーズに応じた技術や整備手法の調査・研究等
に取り組んでいます。

⑧ 国際関係業務
諸外国から寄せられる建築物に

関する技術協力要請に対し、技術
協力を積極的に進めています。

また、営繕事業に関する国際会
議に参加し、諸外国との情報交換、
政府機関の調査団の受け入れ等を通
じた国際交流を行っています。

低コスト耐震住宅技術普及
プロジェクト（ペルー）

⑨ その他施策に関わる取り組み

BIMプロジェクトの例

その他、国土交通省では、週休
２日の推進など「働き方改革」、
施 工 BIM の 施 行 な ど 「 生 産 性 向
上」に向けた取り組みや、17のｺﾞｰ
ﾙ・ 169 のﾀｰｹﾞｯﾄか ら 構 成 さ れ る
「SDGs（持続可能な開発目標）」
など重要施策を進めています。

12

空調設備の例照明設備の例

電気設備：照明設備、受変電設備、情報通信設備 等
機械設備：空調設備、給排水衛生設備、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 等


